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兵庫県選挙管理委員会告示第64号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第34条第１項及び第114条の規定により、兵庫県知事の選挙を令和６年

11月17日に行う。 

  令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

 

兵庫県選挙管理委員会告示第65号 

令和６年11月17日執行の兵庫県知事選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第75条第３項及び同法

施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の規定により、選挙長及びその職務を代理すべき者を次のとおり

選任する。 

  令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 選挙長 

  南あわじ市 

永 田 秀 一 

２ 選挙長の職務を代理すべき者 

芦屋市 

   細 川 敬 太 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第66号 

令和６年11月17日執行の兵庫県知事選挙につき、公職選挙執行規程（昭和47年兵庫県選挙管理委員会告示第

43号）第７条の規定により、選挙長の職務を行う場所を次のとおり定める。 

 令和６年10月31日 

 

兵庫県公報 
 

発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 
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兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 令和６年10月31日午前10時まで   神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館13階 みどり展望園 

２ 令和６年10月31日午前10時以降   神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第67号 

 令和６年11月17日執行の兵庫県知事選挙につき、選挙会の日時及び場所を次のとおり定める。 

 令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 日 時  令和６年11月19日 午前９時30分 

２ 場 所  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第68号 

 令和６年11月17日執行の兵庫県知事選挙につき、政見放送及び経歴放送実施規程（平成６年自治省告示第165

号）第14条第１項の規定により、候補者の政見放送及び経歴放送の日時を定めるくじを行う日時及び場所を次

のとおり定める。 

 令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 日 時  令和６年10月31日 午後６時 

２ 場 所  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第69号 

 令和６年11月17日執行の兵庫県知事選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第194条の規定による

選挙運動に関する支出金額の制限額は55,746,000円である。 

 令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

 

兵庫県選挙管理委員会告示第70号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

50分の１の数並びに同法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８

分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

は、次のとおりである。 

  令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

  選挙権を有する者の総数の50分の１の数       90,132 

  選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と

40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数   663,321 
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兵庫県選挙管理委員会告示第71号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項の規定による兵庫県議会議員の各選挙区における選挙権を

有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６

分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数。以下「選挙区における選挙権を

有する者の総数の３分の１等の数」という。）は、次のとおりである。 

  令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

  (選 挙 区 名) 
選挙区における選挙権を有する 

者の総数の３分の１等の数 

神戸市東灘区 57,346 

神戸市灘 区 36,043 

神戸市中央区 37,194 

神戸市兵庫区 30,220 

神戸市北 区 58,845 

神戸市長田区 25,659 

神戸市須磨区 43,625 

神戸市垂水区 58,812 

神戸市西 区 65,192 

姫 路 市 138,755 

尼 崎 市 127,754 

明 石 市 84,167 

西 宮 市 133,036 

洲 本 市 11,843 

芦 屋 市 26,461 

伊 丹 市 55,267 

相 生 市 7,673 

豊岡市及び美方郡 29,561 

加古川市 72,294 

たつの市及び揖保郡 29,616 

赤穂市、赤穂郡及び佐用郡 21,063 

西脇市及び多可郡 16,080 

宝 塚 市 63,728 

三 木 市 20,619 

高 砂 市 24,277 

川西市及び川辺郡 51,513 

小 野 市 12,864 

三 田 市 29,892 

加 西 市 11,666 

丹波篠山市 11,003 

養父市及び朝来市 13,994 

丹 波 市 16,908 

南あわじ市 12,482 

淡 路 市 11,818 

宍 粟 市 9,771 

加 東 市 10,623 

加 古 郡 17,926 

神 崎 郡 11,191 
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兵庫県選挙管理委員会告示第72号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第３項の規定により、兵庫県議会議員尼崎市選挙区及び明石市

選挙区において、当該選挙区選出議員の補欠選挙を行うべき事由が生じた。 

令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

 

兵庫県選挙管理委員会告示第73号 

令和６年11月17日執行の兵庫県議会議員尼崎市選挙区及び明石市選挙区補欠選挙につき、公職選挙法（昭和

25年法律第100号）第22条第３項の規定による選挙人名簿の登録基準日は令和６年11月７日とする。 

令和６年10月31日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  
  

兵庫県知事選挙選挙長告示 

 

兵庫県知事選挙選挙長告示第１号 

 令和６年11月17日執行の兵庫県知事選挙につき、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第76条において準用す

る同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行う日時及び場所を次のとおり定める。 

  令和６年10月31日 

兵庫県知事選挙        

選挙長 永 田 秀 一  

１ 日 時 

(1) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第２項（候補者から届出のあった選挙立会人が10人を超

えるとき）の規定によるくじ 

令和６年11月14日 午後６時 

(2) 公職選挙法第76条において準用する同法第62条第４項（候補者から届出のあった選挙立会人で同一の政

党その他の政治団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるとき）の規定によるくじ 

令和６年11月14日 午後６時10分 

２ 場 所 

  神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県庁第２号館９階 兵庫県選挙管理委員会室 

 


